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（1）計画の位置づけ

「神⼾市基本計画」と連携する福祉分野の総合計画
「神⼾市⺠の福祉をまもる条例」に基づいて策定
神⼾市の福祉の理念を定めるもの

「市町村地域福祉計画」を兼ねる
地域における高齢者、障害者、児童その他の福祉に関し、共通して取り込む事項
等を定める計画（社会福祉法第107条）

全政令市および近隣市で策定されている

1．こうべの市⺠福祉総合計画とは
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（2）総合基本計画（全市）
 基本構想（令和6年度策定済）
いつの時代も変わることのない神⼾の基本理念

 基本計画（今年度策定）
基本構想の実現に向けた今後10年間の方向性と目
指す都市像を明確にする

市⺠・関係者と議論・意見交換を行い策定

 実施計画（今年度策定）
基本計画を実現するための前半5年間に取り組む
べき施策等を集約

1．こうべの市⺠福祉総合計画とは

基本構想

基本計画

実施計画

期間なし

2026〜2035年度

2026〜2030年度

順
次
策
定
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（3）基本構想（全市）
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２．策定スケジュール（予定）

計画策定・
検証会議
ワーキング
（第1回）

福祉政策
会議

（第1回）

福祉政策
会議

（第2回）

市⺠への
ヒアリング

計画策定・
検証会議
（第1回）

計画策定・
検証会議
ワーキング
（第2回）

計画策定・
検証会議
（第2回）

市⺠福祉調
査委員会
本会

（全2回）

計
画
策
定

会議と並行して実施

こうべの市⺠福祉総合計画2030（計画期間2026-2030）

4 / 3 0開催 6 / 2 6開催 ８〜９⽉ 1 0 / 2 9開催 1１〜2⽉7 / 8開催

計画素案をご報告
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（1）計画策定・検証会議ワーキング

計画策定・検証会議ワーキング第1回（4/29開催）
マイノリティの方の声を拾っていきたい
市⺠の多様性を表すことができればよい
若者や子供たちの姿が見える計画にしたい
「市⺠参加」と聞くとハードルが高く感じてしまうのでは
「何をすればいいか分からない」という方が参考にできるものがあるとよい

３．これまでの意見
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（2）福祉政策会議
市⺠福祉条例の理念を再定義し、次期計画の基本理念を整理

福祉政策会議 第1回（6/26開催）・第2回（7/8開催）
人口は減っても幸福度やつながりを充実させる社会づくりを進めたい
神⼾市に住む人だけでなく、働く人や関わる人を「市⺠」に含める
共に創りあげるクリエイティビティを示したい
「ソーシャル・インクルージョン」は、福祉政策の中心的理念として継続すべき

３．これまでの意見
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（3）関係者ヒアリング

ひきこもり支援（相談支援課ひきこもり支援室）
当事者は「失敗してはいけない」という気持ちが強い
経験することで成⻑できるので、⼀歩を踏み出す⼿助けがあれば

こども・若者ケアラー支援（ (株 )チャーム・ケア・コーポレーション）
活動へ参加することで、こどもたちや家族の自信が生まれている
支援によって職員のモチベーションアップにも繋がっている
企業として何をすればいいか、事例があると参考にしやすい

３．これまでの意見
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（4）若年世代との意見交換

神⼾⼤学⼤学院 人間発達環境学研究科（6/25、7/16）
神⼾学院⼤学 総合リハビリテーション学部（10/22）
福祉に対するイメージ
福祉を身近に感じるために必要なこと
身近な地域で自分たちができること
などについて、学生と意見交換を実施

３．これまでの意見
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（4）若年世代との意見交換

神⼾⼤学⼤学院での主な意見
「公共の福祉」という言葉もあり、身近な助け合いというイメージが無い
不登校だったが、いつ学校に行っても普通に接してくれる人がいて助けられた
虐待のCMの最後に「間違ってもいいから連絡をください」というメッセージが
あった。間違ってもいい、と言われるとハードルが下がる

退職した先生が放課後に勉強を教えてくれる会がきっかけで学校に行けるように
なった。学校外の人と触れ合う機会は⼤事

オンでもオフでもつながる場が必要

３．これまでの意見
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（4）若年世代との意見交換
 神⼾学院⼤学での主な意見
福祉に対するイメージ
・介護や高齢者、生活保護、ボランティア
・支え合いや助け合い、人と人のつながり、全ての人の幸せ

どうすれば福祉を身近に感じるのか
・誰かのためというより自分が楽しいからやる、小中高の授業で取り入れる
・年齢を超えたつながりをもつ、「福祉」を「人に優しくする」などに言い換える

身近な地域で必要な活動、自分ができそうなこと
・友達など身近な人とボランティアに参加、誰でも利用できるカフェ
・幅広い世代が参加できるようなイベント、見守りを意識する

３．これまでの意見
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「障害」のひらがな表記について 

本計画においては、「障害」を「障がい」と表記しています。ただし、法令や制度、施

設名、団体等の固有名詞については、漢字で「障害」と表記しています。 

「障害」のひらがな表記については、障がいのある人や関係者の中でも意見が分かれて

います。国の障害者政策委員会の意見では、「法制上の「障害」の表記のあり方につい

て、障害者権利条約における新しい障害の考え方を踏まえつつ、今後の国民、特に障害当

事者の意向を踏まえて検討」とされています。 

神戸市では、「神戸市障がい者保健福祉計画 2010 後期計画（平成 19 年２月策定）」か

ら、計画の中で「障がい」と表記しています。 
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第１章 “こうべ”の市民福祉総合計画の策定にあたって 

 

１．神戸市民の福祉をまもる条例 

神戸市では、1977（昭和 52）年に全ての市民に安定した豊かな生活を生涯にわたって

保障する目的で、「神戸市民の福祉をまもる条例」（以下「市民福祉条例」）を制定しまし

た。 

 市民福祉条例には、「市民の福祉」は 

・「他から与えられるものではなく、ひとりひとりの努力だけで獲得できるものでもない」 

・「市がその責務を積極的に果たすとともに、市民が地域社会の一員としての自覚と相互

の連帯を強め、また、事業者にあっても地域社会と密接な関係にあることを認識し、市

民福祉の向上に寄与するよう応分の努力をすることによってもたらされるものである」 

と明記されており、福祉は行政のみが提供するものではなく、市民・事業者・行政が相互

に主体となり、かつ、一体となって取り組むべきものであるという「市民福祉」を基本理

念と定めています。 

 制定から 50 年を迎え、福祉を取り巻く環境は大きく変化してきましたが、そこに定め

る理念は時代を経ても変わることなく今日的意義を含む理念となっています。 

 

２．“こうべ”の市民福祉総合計画の位置づけ 

市民福祉総合計画は、市民福祉における重点施策を総合的に推進していくとともに、市

民・事業者・行政が福祉の推進を目指し、ともに創り上げていくための計画です。 

“こうべ”の市民福祉総合計画 2030（以下「本計画」）は、第 13 次の市民福祉総合計画

となります。また、本計画は第６次「神戸市基本計画」及び「神戸 2030 ビジョン」と一

体性を持って推進していくものです。 

  

保健福祉分野においては、高齢者保健福祉計画や神戸市障がい者プラン、神戸っ子すこ

やかプラン等の分野ごとの計画が策定されています。本計画はこれらの分野別計画が連

携して市民の課題に対応できるように、共通の理念・目標等を掲げるとともに、一体性を

持つよう取りまとめる総合的な計画という意義があります。 

 

なお国の定める「社会福祉法」は、法律の目的に地域福祉の推進を掲げています。「市

民福祉条例」に基づく本計画は、計画の策定と実行を通じて市民・事業者の主体的参画を

図り、安心・信頼できる地域福祉社会の構築を図っていくものであることから、「社会福

祉法」に位置づけられる「市町村地域福祉計画」を兼ねるものとなっています。 
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○本計画の変遷 

昭和 平成 

52－54 55－57 58－60 61－63 元－３ ４－８ ９－13 

1977- 

1979 

1980- 

1982 

1983- 

1985 

1986- 

1988 

1989- 

1991 

1992- 

1996 

1997- 

2001 

     市民福祉復興プラン
（７－９） 

（1995-1997） 

“こうべ”の 
市民福祉計画 

新・“こうべ”の市民福祉計画 
“こうべ”の市民福祉 

総合計画 

第１次 
３か年 
計画 

第２次 
３か年 
計画 

第３次 
３か年 
計画 

第４次 
３か年 
計画 

第５次 
３か年 
計画 

前期実施
計画 

(第６次) 

後期実施
計画 

(第７次) 

 

平成 令和 

14－18 19－22 23－27 28－２ ３－７ 8-12 

2002- 

2006 

2007- 

2010 

2011- 

2015 

2016- 

2020 

2021- 

2025 

2026- 

2030 

“こうべ”の市民福祉 

総合計画 2010 

“こうべ”の

市民福祉総

合計画 2015 

（第 10 次） 

“こうべ”の

市民福祉総

合計画 2020 

（第 11 次） 

“こうべ”の

市民福祉総

合計画 2025 

（第 12 次） 

“こうべ”の

市民福祉総

合計画 2030 

（第 13 次） 

当初５か年
実施計画 

（第８次） 

後期実施 
計画 

（第９次) 

 地域福祉 
計画 

（統合） 

 

 

３．市民福祉を取巻く社会情勢 

地域社会を取り巻く環境は大きく変化しています。その要因として少子高齢化の一層

の進展、共働き世帯や一人暮らし高齢者の増加、新型コロナウイルス感染症の流行等が挙

げられます。 

少子高齢化については、2024（令和６）年に出生数が初めて 70 万人を下回り過去最少

となった一方で、高齢化も同時に進行しており、団塊ジュニア世代が 65 歳を迎える 2040

（令和 22）年には高齢化率が 34.8％になることが見込まれ、今後もこの流れが続いてい

くこととなります。 

2020（令和２）年に発生した新型コロナウイルス感染症は、2023（令和５）年５月に

５類感染症に移行し、社会活動は徐々に元の姿を取り戻していますが、後遺症が長期化し
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たり、コロナ渦の外出制限をきっかけにひきこもりがちになってしまい、現在もそうした

状況が続いているケースなど、その影響は今もなお各所に残っています。 

また、社会環境が急速に変化する中、生きづらさを抱えて社会的に孤立するケースや、

「8050 問題※１」「ダブルケア※２」をはじめとした個人や世帯が複数の生活上の課題を抱

えてしまうケースなど、従来の福祉制度では対応が難しいケースが増加しています。 

こうした生活上の課題や生きづらさが複雑化・多様化する一方で、生活様式や価値観の

多様化により地域のつながりは希薄化している傾向にあります。家庭や地域といった共

同体のあり方が変化し、困っている人が誰にも相談できずに深刻化してしまう状況も生

まれており、引き続き対応していく必要があります。 

※１ 80 代の親が 50 代の子どもの生活を支えるために経済的にも精神的にも強い負担を請け負うと

いう社会問題 

※２ 育児と親の介護が同時期に発生する状態のこと 

 

【年齢別人口の推移】 

 

2020 年（R2）までは国勢調査、2025 年（R7）以降は神戸市将来人口推計 2024 より引用 

2020 年（R2）までの全市人口には年齢不詳を含むため、内訳の合計と一致しない 
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【家族類型別世帯数の推移】 

 

 

４．“こうべ”の市民福祉総合計画 2025 の取り組み 

前計画である“こうべ”の市民福祉総合計画 2025 では、市民福祉条例の考え方に基づき、

行政による公的サービスの提供をはじめ、既存の地域団体等とボランティアに参加した

い人とのマッチングのほか、NPO 法人の新規設立や運営に関する相談窓口の設置など、

新たな担い手の確保につながる取り組みなどを進めました。 

また、複雑化・多様化する地域課題の解決に向け、ひきこもり支援やこども・若者ケア

ラー支援に取り組んだほか、物価高の影響をうける生活困窮者からの相談支援などにも

取り組み、分野を超えた様々な関係機関とのネットワークの構築を進め、市民・事業者・

地域団体等との連携強化に努めました。 

 

５．神戸市民の意識調査 

2025（令和７）年２月に、市民福祉に関する意識の把握と、今後の福祉施策の検討資料

として、神戸市内在住の市民約５千人に対し「市民福祉に関する行動・意識調査」を実施

しました。 

特徴的だったのは、地域に関する意識や地域活動についての項目です。「あなたがくら

す地域」と言われたときに思い浮かべる範囲について、2020（令和２）年の調査では「神
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戸市」と回答した方は 10.6%でしたが、2025（令和７）年の調査では 26.5%で最多となり

ました。ほぼ全ての世代で 20%以上の回答がありましたが、特に 20 代の回答では 40%を

超えており、若年層を中心に地域の範囲が拡大していることが分かります。 

孤独感についての項目では、２割を超える方が孤独を感じると回答しており、引き続き

見守りや居場所づくりなど、人と人とがつながり孤独・孤立を生まないコミュニティづく

りを支援していく必要があります。 

また、神戸市の福祉施策で知っているものを回答する項目では、47.4%が「特にない」

と回答する結果となりました。自由記述でも「施策が色々とあることを知った」「もっと

福祉の情報が知りたい」等の意見が見られたことから、より効果的な広報の方法を検討す

る必要があります。 

 

【「あなたが暮らす地域」と言われたときに思い浮かべる範囲】 

 

 

 

 

 

【「あなたが暮らす地域」と言われたときに思い浮かべる範囲（年齢別）】 
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【孤独であると感じるか】 

 

 

 

６．“こうべ”の市民福祉総合計画 2030 の策定に向けて 

本計画は、市民にとって親しみやすく分かりやすい計画となるよう策定を進めてきまし

た。市民の目に触れる機会を増やすことで、施策を知ってもらうきっかけにもなる計画を目

指しています。 

「福祉」という言葉からは、高齢者や障がい者、生活困窮者といった特定の方への支援を

思い浮かべる方も多いかもしれません。しかし、特定の方だけではなく、すべての方を支え

ることが「福祉」であると考えています。 

今後の社会において、人口の減少や生活環境の変化等は避けられない現象です。そうした

状況にあっても「福祉」のつながりを広げ、一人ひとりの幸福度（ウェルビーイング）が上

昇する神戸のまちを目指し、“こうべ”の市民福祉総合計画 2030 を策定します。 
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第２章 基本理念と３つの方向性 

 

１．基本理念 

 「“こうべ”の市民福祉総合計画 2030」は、その基本理念を次のとおり定めます。 

 

 

まちと福祉を創造する、KOBEへ 

 

神戸は多様な文化や新しい気風を取り入れてきた、活気ある開かれたまちです。 

こどもから大人まで、性別や国籍、障がいなどに関わらず多様性にあふれた人々が、それ

ぞれ異なる個性や能力を持って暮らしています。その個性や能力が尊重され、発揮できる場

所や機会が増えることで、一人ひとりの可能性が広がっていきます。 

 

急速に変化する社会環境の中、誰もが暮らしの中で生きづらさに直面することがありま

す。神戸はその中にあっても、みんながまちの一員として互いに助け合い、課題解決のため

に立ち向かっていきます。 

 

神戸に住む人、働く人、学ぶ人、集う人たちが出会い、ともに語り、つながりながら、す

べての人が安心して一歩を踏み出せるまちを創造していきます。 

 

 

本計画では、前計画の目標であるソーシャル・インクルージョン※（社会的包接）の考え

方を引継ぐとともに、基本理念の実現に向けて３つの方向性に基づき施策を進めていきま

す。 

※ 人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮らしていく

ことができる社会  
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２．実現に向けた３つの方向性 

方向性１ 「まちと福祉を創造する人づくり」 

 

こどもから大人までみんなが協力して暮らすためには、多様な人々が関わりあいを持ち、

互いを尊重できる人づくりが重要です。 

互いに手を差し伸べあえる人々の力で、神戸のまちは創られてきました。神戸の一番の魅

力である人づくりを、これからも支えていきます。 

 

 

一人暮らし世帯や共働き世帯の増加などにより地域のつながりが希薄化し、地域活動の

担い手の高齢化や固定化が課題となっています。ちょっとした困りごとを相談する場所や

住民同士の助け合いの機会の減少は、生活の質の低下につながります。 

また、地域貢献の意欲がありながら、実際の活動に結びついていない潜在的な担い手の活

動参加も課題となっています。地域活動の新たな担い手が確保されなければ、活動の継続が

難しくなり、地域内の関係性の希薄化が更に進んでいくこととなります。 

 

こうした課題の解決のためには、幅広い世代が自分の暮らすまちや福祉をもっと身近な

ものと感じられるような機会を提供していく必要があります。 

地域活動には様々な形があり、ボランティア活動に参加するだけではなく、近隣の一人暮

らし高齢者の様子を気に掛けるなどの緩やかな見守りも含まれます。多くの人に活動に関

わってもらうためには、こうした意識を共有していくことも重要な視点となります。 

また、担い手になろうという気持ちが芽生えたときに円滑に参加できるような仕組みや、

市民の活動が定着するよう、ボランティア・NPO 団体等への支援のほか、気軽に参加でき

るようなきっかけづくりを行っていく必要があります。一人ひとりの参加が地域のつなが

りを育み、まちの力を引き出すことが、活気あるまちづくりの土台となります。 

 

こうした担い手確保の取り組みの一方、市内の様々な主体に地域貢献の動きが広がりつ

つあります。福祉避難所の開設訓練などを実施する社会福祉法人や、子育て支援を実施する

大学、社会的責任（CSR）に取り組む企業等、様々な主体が市内各所で活動しています。こ

れらの活動もまちづくりにつながり、取り組みを支援することで、地域貢献の輪が広がって

いくことが期待されます。 

 

引き続き、地域活動へより多くの人が参加しやすい仕組みの見直しや、緩やかな取り組み

の促進なども含め、様々な側面からまちと福祉を創造する人づくりを進めていきます。 
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方向性２ 「安心を保障できる仕組みづくり」 

 

人々が安心して暮らせるとともに、様々なことに挑戦できるまちにしていくためには、暮

らしの中で安全にサポートを受けられることが保障されていなければなりません。 

急速に変化する社会環境の中で課題が生じることがあっても、一人ひとりをしっかりと

支えられるよう、柔軟かつ安定した仕組みづくりを進めていきます。 

 

 

神戸市では、高齢者、障がい者、こどもなど、支援を必要とする人のための制度の拡充を

進めてきました。引き続き制度の充実に取組んでいく必要がありますが、今後、少子高齢化

が急速に進み、単身世帯が増加していくことで、サービス利用者も増加していくことが見込

まれ、サービスを提供する人材の不足や現場の負担増が大きな課題となっています。 

 

一方、こうした従来の個別の制度では対応が難しい複数の課題を抱える方や、制度の狭間

で社会とのつながりを持てない方、さらに、相談先が分からず深刻化してしまうケースや、

支援を受けることへの抵抗感からサービスの利用を拒否するケースなど、必要な支援につ

ながっていないケースは様々で、地域の課題は複雑化・多様化しています。 

 

これらの課題に対して、それぞれが抱える状況に応じた適切なサービスを利用できるよ

う、環境をこれまで以上に充実させていく必要がありますし、人材確保の取り組みなどによ

りサービスを提供する事業者への支援も強化する必要があります。 

さらに、複雑化・多様化した課題に対しては、様々な関係機関や専門職などと連携し、課

題解決のために取り組んでいく必要があります。 

 

現在、神戸市の各区に配置されている地域福祉ネットワーカーが、専門機関や地域団体等

との関係づくりや新たな担い手の発掘等のネットワークづくりを行っており、様々な課題

解決に向けて支援の主体をつなぐ役割の一つを担っています。 

これまでに構築した既存のネットワークも活かしながら、関係機関の連携による切れ目

のない相談体制と、様々な生活上の課題に対応できる包括的な支援体制を更に充実させて

いく必要があります。 

 

社会環境が大きく変化し、市民のニーズも変化を続けています。市民一人ひとりの生活の

基盤である日々の暮らしを豊かで安定的なものとするため、社会の変化に適応する仕組み

づくりに取り組んでいきます。 
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方向性３ 「人と人がつながり支えあう環境づくり」 

 

一人ひとりの個性や能力が発揮できる場所や機会は、人と人がつながり支え合うことで

生まれ、より充実していきます。 

神戸に住む人だけでなく、働く人、学ぶ人、集う人たちがつながり、孤立することなく、

充実した暮らしを送ることのできる環境づくりを進めていきます。 

 

 

個人や世帯が抱える生活上の課題が複雑化・多様化しており、公的制度による支援だけで

対応することが難しくなっています。人々が互いに関わりあいを持ち、課題を自分ごととし

て捉え、ともに解決していくことが求められています。 

また同時に、そうした生活上の課題を抱えてしまった人や、どこに相談すればよいか分か

らない人が、社会とのつながりを維持できず孤立してしまうケースも問題となっています。 

 

こうした問題に対しては、公的制度による専門的な支援だけでなく、市民や地域団体、

NPO 等との協働により課題を解決していくことが必要です。そのためには、多様な主体が

関係を構築し、情報交換や課題を共有しながら、協働・共創のための対話を進めていけるよ

うなプラットフォームを作っていくことも重要となります。 

 

居場所づくりについても、人と人とのつながりの中で多様な価値観に触れ、安心感や自己

肯定感が育まれることで孤立を防ぎ、課題を抱えてしまった人が次の一歩を踏み出すきっ

かけとなることが期待されます。 

また、こどもから大人まで誰もが気軽に立ち寄ることができる、これまでの在り方に縛ら

れない居場所をさらに増やし、たくさんの人が関わりを持てる環境をつくっていく必要が

あります。一人ひとりにとって心地の良い居場所が増えていくことで、暮らしが充実し、人

や社会とのつながりも広がっていきます。 

 

引き続き市民や地域団体等と地域内の連携を深めていきながら、民間企業や NPO、市内

で学ぶ学生など、神戸に関係を有する様々な主体とも市域を超えて積極的につながってい

きます。 

また、そうした新たなつながりの中で、まちや地域そのものを活性化する取り組みを進め、

人口減少時代にあっても賑わいが生まれるような環境づくりを行っていきます。 
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３．具体的な取り組み 

３つの方向性に基づき、取り組む施策の一部を記載します。 

 

行政が中心となって取り組む施策 

 

 

 

〇 くらし支援窓口の設置 

専任の相談員が経済的な困難を抱える世帯の相談を受け付け、ハローワークと連携した

就労支援や家計管理など、解決に向けた支援を実施します。 

 

〇 しごとサポートの取り組み 

地域の労働・福祉・医療・教育等の関係機関及び企業等と連携し、障がい者の就労相談や

就職後の職場定着支援などを行います。 

 

〇 保育人材の確保 

保育人材の確保・定着促進のため、市内保育所に勤務する保育士に一時金を交付します。

また、保育所等が宿舎を借り上げる費用に対して補助を行います。 

 

〇 コウベ de カイゴの推進 

新たな介護人材確保のため、情報発信、住宅手当補助、再就職支援等を行います。また人

材の育成・定着のため、資格取得支援、就業環境の向上、介護ロボット等のテクノロジー導

入促進、ハラスメント・安全確保対策等に取り組みます。 

 

〇 居住の安定確保 

住宅部局と福祉部局が連携した居住の安定確保や、ライフステージに応じた住み替えの

支援等を行います。 

 

 

 

 

 

〇 権利擁護に関する事業 

判断能力が不十分な人も安心して暮らせるよう、日常生活自立支援事業や、成年後見制度

生活や仕事に関する施策 

様々な人の暮らしをサポートする施策 
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等による権利擁護の取り組みを進めます。また、社会貢献として後見活動を行う市民による

後見人の養成や支援を行います。 

 

〇 虐待防止の取り組み 

子ども、高齢者、障がい者に対する虐待や配偶者からの暴力の実態を把握し、早期発見・

早期対応に取り組みます。専門の福祉司等が家庭の相談や支援に応じ、虐待の未然防止に努

めるほか、被害者に対するカウンセリングや保護等を行います。 

 

〇 認知症施策の推進 

認知症神戸モデル（診断助成制度や事故時の救済制度）の推進とともに、認知症に対する

理解の促進など、医療や介護分野と連携し認知症の人にやさしいまちづくりを進めます。 

 

〇 障害者地域生活支援拠点の整備 

障がい者の相談支援対応に加え、通所サービスや短期入所による緊急受け入れ、見守り支

援などを行います。 

 

〇 災害時の要援護者支援 

災害時の避難生活において特別な配慮を要する要援護者に対し、社会福祉施設等を福祉

避難所として指定し、関係機関と連携しながら災害に備えた支援体制をつくります。 

 

 

 

〇 ひきこもり支援 

様々な生きづらさを抱えひきこもり状態になっている本人やその家族に対し、個別の相

談支援を行います。また、当事者や家族の居場所づくり等を実施し、多様な社会参加を促進

します。 

 

〇 こども・若者ケアラー支援 

家族のケアのために重い責任や負担を負っているこども・若者ケアラーに対し、当事者や

関係者から相談を受け付け、個別の支援を行います。また、関係者の理解促進に取り組むと

ともに、当事者の交流・情報交換の場を用意します。 

 

〇 再犯防止・保護司活動支援 

再犯防止コーディネーターが、釈放された人や刑務所から出所した人で福祉的な支援を

必要とする人について、適切な支援機関につなぐ役割を担います。また、保護司活動に対し

て補助金の支出や定期的な意見交換などを実施します。 

制度の狭間にいる人をサポートする施策 
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〇 地域貢献相談窓口の設置 

 地域貢献への意識がありながら、きっかけが無い、参加方法が分からないなど理由で地域

貢献活動をまだ始めていない方の「地域や社会に貢献したい・役に立ちたい」という“想い”

を受け止め、実現に向けた伴走型の支援を行います。 

 

〇 ボランティアマッチングシステム「ぼらくる」の開設 

 神戸市内のボランティア募集などを検索することができる情報サイトです。NPO や地域

団体等が募集するボランティア活動を、活動テーマや地域などで検索して参加することが

できるほか、団体が主催するイベントやセミナー情報なども掲載して、各団体の活動をサポ

ートします。 

 

 

 

様々な主体が連携して取り組む施策 

 

 

 

〇 地域福祉ネットワーク事業の推進 

地域福祉ネットワーカーによる地域の困りごとの相談や関係機関へのつなぎ、そのため

のネットワークづくりやくらし支援窓口、ひきこもり支援室等と連携したアウトリーチに

よる多様な支援を行います。 

 

〇 ワークキャンプの実施 

市内福祉施設と連携し、福祉体験学習（ワークキャンプ）を通じて、中学生・高校生の福

祉に対する関心や理解を深めます。 

 

〇 社会福祉法人の連携強化 

ほっとかへんネット（社会福祉法人連絡協議会）による社会福祉法人の連携強化により、

地域の生活・福祉課題の解決を図る取り組みを進めます。 

 

 

 

 

地域活動の活性化に関する施策 

生活や仕事に関する施策 
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〇 地域見守り・支え合いシステムの構築 

生活支援コーディネーターと地域支え合い推進員を配置し、地域の民生委員・児童委員や

友愛訪問ボランティアをはじめとする地域団体と連携・協働を図りながら住民が相互に見

守り・支え合いができるコミュニティづくりを支援します。 

 

〇 要保護児童対策 

要保護児童の早期発見や適切な保護を図るため、要保護児童対策地域協議会を各区に設

置し、児童に関わりのある地域の関係機関と適切に連携することで、虐待が深刻化する前の

速やかな対応や再発防止に取り組みます。 

 

〇 在住外国人向けワンストップ相談窓口 

在住外国人から住民手続や生活情報、病院、在留資格等、様々な問い合わせや日常的な相

談を受けるワンストップ相談窓口を運営し、多言語による情報提供・相談及び通訳翻訳支援

を行います。 

 

〇 民生委員・児童委員活動の支援 

地区内における民生委員制度や職務の周知を具体的に展開し、活動しやすい環境整備に

向けて支援強化を図り、なり手不足の解消につながるように活動環境の整備を行っていき

ます。 

 

〇 つどいの場への支援 

つどいの場の推進により、地域の方が集まれる場所をつくり、楽しみながら介護予防が継

続できるよう支援します。 

 

 

 

〇 地域貢献活動に取り組む団体等への支援 

神戸市内における様々な地域課題を解決するための活動を行う NPO 法人等に対し、補助

金を交付するとともに、補助金採択団体を対象に運営基盤の強化を図るため、相談窓口の設

置やワークショップ・セミナー等を実施し、地域を支える活動を支援します。 

 

〇 ボランティアセンターの運営 

ボランティアセンターを運営し、活動に役立つ情報提供や講座の実施、登録ボランティア

の紹介等を行い、様々な方法でみなさんのボランティア活動をサポートします。 

様々な人の暮らしをサポートする施策 

地域活動の活性化に関する施策 
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第３章 計画の検証と評価 

 

１．計画の進行管理 

本計画は着実な推進を検証・評価していくことが必要であるとともに、変化の激しい時代

に対応していくために、変化を見逃さず柔軟に課題を発見し、対応を検討していく必要があ

ります。 

 計画の進行管理においては、行政サービスの制度や利用状況を把握することと周知度を

上げるための情報発信のあり方を追っていくほか、前計画から導入した質的評価により、対

象事業を絞って事業効果を検証することで、課題の解決や予防・早期発見を可能とする時代

に沿った計画をめざして、検証を進めていきたいと考えています。 

 

２．検証・評価の考え方 

 検証・評価については、大きく以下のような方向で進めていきます。 

 

（１）実施主体を明確にし、サービスや制度の利用状況や周知度を追っていく 

 

（２）評価対象を絞り目標と課題を検証（毎年、新規事業や社会的トピックを設定） 

 

（３）変化の激しい時代に合わせて、計画にもフィードバックしていく 

（２）の評価から見えてくる今日的意義や課題について、現行計画で対応しきれない事

案やその対応策を毎年検証し、計画へフィードバックしていく。 
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「多様化する人権課題」 

 

人には性別・身体的能力や特徴、年齢、国籍、価値観や生き方等、様々な違いがあります。

国際人権規約や日本国憲法では、全ての人は、これらの違いによって差別されず、これらの

違いに関わらず、一人ひとりが尊厳を持って自分らしく生きるための権利として基本的人

権を保障しています。 

この人権の尊重された社会を実現するためには、私たち一人ひとりが、自分のみならず他

人の人権についても正しく理解するとともに、権利行使に伴う責任を自覚し、多様性（ダイ

バーシティ）を認めて相互に尊重しあい、その共存を図っていくことが重要です。 

 

そして人権を取り巻く状況は、我が国では、グローバル化や情報化の進展、少子超高齢社

会の本格的な到来などによって人々の価値観は変化し、さらに人権意識の高まりもあって、

そこから様々な新たな問題の発生、顕在化が起きており、人権課題はますます多様化・複雑

化してきています。 

 

とりわけインターネットの普及により多くの人が利用するＳＮＳは、その匿名性や情報

発信の容易さを背景として、他人に対する誹謗中傷や名誉・プライバシー侵害、特定の民族

や国籍の人々に対する差別的言動（いわゆるヘイトスピーチ）、性的マイノリティ―への偏

見や差別の助長など様々な問題が発生しています。 

 

また、日本固有の問題としては歴史制度に起因する同和問題（部落差別）があります。平

成 28 年（2016 年）には「部落差別の解消の推進に関する法律」が成立するなど、部落差別

の解消に向けたさらなる推進が求められています。神戸市でもこれまで積み上げられてき

た成果を踏まえて同和問題（部落差別）への理解を深め、差別意識を解消するための教育・

啓発に取り組んでいますが、残念ながらインターネット上では、いまだに特定の地域やその

出身者に対する差別的な書き込みが後を絶ちません。 

 

さらに国際都市である神戸市では、古くから多様な外国人が多く居住しており、日本人と

外国人が互いの文化を認め合って共生を図ってきています。今後も神戸が世界に開かれた

都市であり続けるために「神戸市外国人に対する不当な差別の解消と多文化共生社会の実

現に関する条例」（令和元年度（2019 年度））を制定して様々な施策を進めています。そし

て我が国では労働力不足を補うことやグローバルに活躍できる人材の育成を目指して外国

人の受け入れを進める中、本市でも外国人住民の増加は続いており、国籍や民族の違いを問

わず、全ての人がお互いの違いを認めあう「多文化共生社会」への理解がますます重要にな

っています。 
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「地域包括ケアシステム ～３つの方向性の実現～」 

 

 地域包括ケアシステムとは、高齢者が、住み慣れた地域でなじみの人とのつながりを大切

にしながら安心して生活を続け、ニーズに応じた住宅に居住することを基本とした上で、生

活上の安全・安心・健康を確保し、医療や介護のみならず、福祉サービスを含めた様々な生

活支援サービスが日常生活の場で適切に提供できるような地域での体制のこととされてい

ます。 

地域包括ケアシステムの実現のためには、介護が必要な状況となっても、住み慣れた地域

で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、多様な担い手による日常

生活を支援する仕組みづくりや、高齢者自身が介護予防（健康づくり）に取り組むことが重

要です。 

 また、生活支援・介護予防に加え、住まいを中心に、介護・医療が一体的に提供される体

制づくりを地域の実情に応じてつくっていくことが必要です。 

 

＜地域包括ケアシステムの実現に向けたポイント＞ 

○医療・介護、行政の関係者が連携・協力していくこと 

○市民や関係者が地域に関心を持つこと 

○市民一人ひとりが家族や地域の中で役割を持つこと 

○ご近所で生活する人々とつながり、互いに見守りあうこと 

○地域のみんなで介護予防に取り組むこと 

  ⇒高齢者が活躍し、みんなで支えあう地域づくり 

 

 神戸市では、高齢者が安全・安心な生活を続けることができるよう、地域の多様な機関、

事業者、ＮＰＯ等との連携により、あんしんすこやかセンターが総合相談窓口としての機能

を発揮するとともに、日常生活を支援する仕組みづくりや介護予防に取り組むため、2017

年 4 月より「介護予防・日常生活支援総合事業」を実施しています。支援が必要な方に向け

た訪問型・通所型サービスや、地域での介護予防・生きがいづくりの場の提供に加えて、フ

レイル（※）予防の取り組みも進めています。 

 さらに、医療介護サポートセンターをはじめとする医療介護連携の取り組みの推進によ

り、切れ目のない在宅医療・介護提供体制を構築していくことで、神戸市の「地域包括ケア

システム」の実現を目指しています。 

  

※「フレイル」とは、病気ではないけれど、年齢とともに筋力や心身の活力が低下し、介護

が必要になりやすい、健康と要介護の間の虚弱な状態のことです。しかし、フレイルで

あることに早めに気付き、フレイル対策の３つの柱である栄養（食・口腔）、運動、社

会参加に取り組めば、元の状態に戻ることもできます。 
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資 料 編 

１．圏域・活動エリア 

地域福祉の推進のためには、取り組むべき内容ごとに必要かつ効果的な圏域を設定し

たうえで、それぞれの圏域が連携する仕組みが必要です。 

孤立を生まない地域づくりにつなげるとともに、福祉専門職だけでなく、多様な主体が

協働するネットワークを広げることが大切です。 

 

圏域 考え方・取り組み（一例） 

近隣 日常的な交流により、支援が必要な人を把握し、見守りや日常の支援を行う

圏域。 

民生委員や主任児童委員による見守り等が行われています。 

小学校区 市民相互で困りごとや希望を伝えあい、ともに助けあい、必要に応じて専門

機関に円滑につなぐための仕組みを構築していく支えあいの基礎的な圏域。 

市民に身近な地域交流センターをはじめとした、地域に根ざした事業が行わ

れています。 

中学校区 身近な地域課題を解決するための、専門的な窓口等が整備されている圏域。 

あんしんすこやかセンター（地域包括支援センター）が設置され、専門的か

つ包括的な相談及びマネジメントを行っています。 

また、地域団体や多職種が連携することにより住み慣れた場所で高齢者が住

み続けることができるよう地域包括ケアシステムが構築されています。 

区域  個人や地域の複合的な課題を解決する仕組みが整備されている圏域。 

（支援者・団体間のネットワークづくり、顔の見える関係づくり） 

地域福祉ネットワーカーや各コーディネーターへ地域の課題が集まり、各専

門機関につなげ解決していく仕組みをつくっています。 

区役所・支所にくらし支援窓口を設置し、複合的な課題を抱える個人や世帯

への包括的な相談支援体制を構築しています。 

市域 各圏域の特性を考慮しながら、全市的な施策を進める圏域。 
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２．計画を推進する主体 

地域生活・地域福祉を支える各主体は、その活動や連携の隙間をつくらないこと、役割

の偏りを防ぐこと、そして、そのつながりをさらに強めていくことが必要です。 

主体 担うべき役割・あり方 

市民 子どもから大人まで全ての市民が、多様性にあふれた人々とつながり、互い

に助け合える関係を維持・構築していくよう努めます。 

地域住民組織 

 

民生委員・児童委員、自治会、婦人会、老人クラブ、子ども会等、地域の住

民による諸団体はコミュニティの絆を深め、参加住民を増やす環境づくりが期

待されます。 

NPO・ボランティ

ア等 

小規模なものから生活協同組合、一般社団法人等の大規模な組織まで様々な

団体が、地域の中でその専門性を活かし、他の主体と協働して福祉課題に対応

していくことが期待されます。 

社会福祉法人・社

会福祉施設等 

豊富な人材や専門的なノウハウを活かし、他の主体と協働して地域の福祉課

題に対応するとともに、より市民に身近で開かれた拠点としての役割を担って

います。 

保健医療機関等 市民の健康及び生命を守るため、利用者本位かつ適切な医療等を提供し、医

療と介護の連携をはじめ、行政・地域住民組織等も含めた福祉関係者全体の顔

の見える関係づくりといった連携を行います。 

地域の企業・事業

所 

企業の社会的活動（ＣＳＲ＝企業の社会的責任）として市民福祉・地域福祉

活動に参加することが求められます。 

また、市民福祉を実現するうえで、労働環境づくりや多様な働き方の推進も

含めた雇用の安定及び雇用機会の確保という大きな役割が期待されています。 

教育機関等 専門知識・技術を持った人材の育成や、地域における知識拠点・地域の一員

として、市民・事業者・行政と協働し、地域主体の生涯学習や防災活動等の取

り組みを進め、市民の日常生活をより豊かにしていくことが期待されます。 

社会福祉協議会 地域福祉の推進を目的とする、地域福祉のネットワークの核となる団体であ

り、地域福祉活動に関するノウハウ・情報の蓄積とともに、先駆的な福祉事業

の企画・提案が期待されています。 

行政 地域福祉の推進に向けた仕組みづくりを担う市役所、地域の身近な相談支援

機関である区役所や他の公的機関の連携により、行政としての総合力を発揮し

て幅広いセーフティネット機能を構築し、複雑化する福祉課題やその予防等に

対応していきます。 

また、各主体がよりきめ細かな地域福祉活動に参加・参画できるよう、協働

して制度を維持・構築するとともに、必要な支援を行います。 



22 

 

３．分野別計画等 

神戸市では、高齢者保健福祉計画や神戸市障がい者プラン、神戸っ子すこやかプラン等の分野

ごとの計画が策定されています。“こうべ”の市民福祉総合計画 2030 は、市民福祉の総合的視点か

らこれらの市民福祉に関する分野別計画と相互に連携・補完しあい、課題解決に向けて隙間をつ

くらないよう対応していきます。さらに、個々の事業とも連携を図るとともに、地域福祉の視点

から市民や事業者の主体的参加により、地域福祉を推進していきたいと考えています。 

 

計画・概要 

第９期神戸市介護保険事業計画・神戸市高齢者保健福祉計画（2024～2026） 

「老人福祉法」に基づく、高齢者への福祉サービス全般にわたる供給体制の確保に関する計画

（高齢者保健福祉計画）および、「介護保険法」に基づく、介護保険給付の対象となるサービス種

類ごとの量の見込み、当該見込量の確保のための方策等を定める計画（介護保険事業計画）を、

一体的に策定したもの 

神戸市障がい者プラン（2021～2026） 

「障害者基本法」に基づく、障がいのある人の基本的な施策に関する計画（障がい者保健福祉計

画）および、「障害者総合支援法」に基づく、障害福祉サービス等の提供体制の確保に係る目標

や必要な量の見込み等に関する計画（障がい福祉計画）ならびに「児童福祉法」に基づく、障害

児通所支援等の提供体制の確保に係る目標や必要な量の見込み等に関する計画（障がい児福祉計

画）を一体的に策定したもの 

神戸っ子すこやかプラン 2029（2025～2029） 

「次世代育成支援対策推進法」および「子ども・子育て支援法」に基づく、子どもの健やかな育

ちと子育て支援を推進する総合的な計画として策定したもの 

神戸市男女共同参画計画（2026～2030） 

「男女共同参画社会基本法」および「神戸市男女共同参画の推進に関する条例」に基づく、男

女共同参画社会の実現を目指す計画（男女共同参画計画）として策定したもの 

第４期神戸市教育振興基本計画（2024～2028） 

 「教育基本法」に基づく、地方公共団体の定める教育振興のための施策に関する基本的計画と

して策定したもの 

第３期神戸いのち大切プラン（2023～2027） 

「自殺対策基本法」に基づく、市民の誰もが自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し、

自殺対策を推進するための計画（自殺対策計画）として策定したもの 

“こうべ”の社会福祉協議会地域福祉推進計画 2030（2026~2030） 

「“こうべ”の市民福祉総合計画 2030」と連携・調和を図り、地域福祉を推進することで神戸市民

が住み慣れた地域でいきいきとすこやかに暮らしていくことを目的とした神戸市社会福祉協議

会活動計画として策定したもの 
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「人権教育・啓発についての基本方針」 

 

 

SDGｓ（持続可能な開発目標）2030 前文に掲げられている「誰一人取り残さない」「すべての

人々の人権を実現する」という理念は、人権尊重の精神そのものであり、神戸市も全ての施策の

基礎に人権尊重の考え方をおき、異なる価値観、文化をお互いに認めあい、理解しあう「人間尊

重のまち」を目指していきます。基本的には以下の方針で進めていきます。 

  

人権教育 

 人権尊重の理念について基礎的な知識を体得し、人権が持つ価値や重要性を共感的に受け止め

るような感性を培い、自分や他者の人権を守る態度や行動力の育成を目的とします。 

学校教育の中では、自己実現の力の育成、共生の態度の育成、偏見や差別の解消、人権感覚豊

かな学習環境の創造を目標に、人権の意義やその重要性を理解し、日常生活の中で人権を尊重す

る意識がその態度や行動として表れる人権感覚の習得を目指して教育活動の充実を図ります。 

また、市民・事業者・行政が連携を進め、多様な学習機会や場を提供し、市民の人権学習の機

会を充実させていくとともに、人権尊重の意識が育まれる環境づくりを推進します。 

 

人権啓発 

「誰一人取り残さない」「すべての人々の人権を実現する」ためには，一人ひとりに人権尊重の

理念を普及させ，それに対する理解を深めることを目的として広報その他の啓発活動を行ってい

く必要があります。女性、子ども、高齢者、障がい者、同和問題、外国人、感染症患者、難病患

者、犯罪被害者、性的少数者、ホームレス、拉致被害者等様々な人権課題があり、神戸市全体と

して人権を守るための啓発や取組を進めています。 

 

人権相談 

人権問題は，誰もが思いがけず自分に関わる問題となる可能性があります。そのため日頃から

人権救済制度や相談機関についての情報を周知していきます。 

また，必要に応じて他の適切な機関につなぐ、複数の機関が連携して対応するなど、様々な機

関と連携し、途切れのない支援を行うよう努めます。 
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【学識経験者】 （敬称略・五十音順／◎委員長 〇副委員長） 

井 上 智津子 

植 戸 貴 子 

神戸市婦人団体協議会 理事 

神戸女子大学健康福祉学部 教授 

大 串   幹 兵庫県立リハビリテーション中央病院 院長 

〇 大 和 三 重 関西学院大学 名誉教授 
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坂 本 津留代 神戸市民生委員児童委員協議会 理事長 

佐 長 すみれ 兵庫県弁護士会 弁護士 

佐々木 利 雄 神戸市自治会連絡協議会 事務局長 

柴 田 健太郎 神戸労働者福祉協議会 副会長 

高 田   哲 神戸市総合療育センター 診療所長 

辻   幸 志 特定非営利活動法人こうべユースネット 理事長 

出 上 俊 一 神戸市老人福祉施設連盟 理事長 

冬 頭 佐智子 生活協同組合コープこうべ地域活動推進部 統括部長 

堀 本 仁 士 神戸市医師会 会長 

本 田 智 美 神戸市自治会連絡協議会 事務局長 

松 岡   健 神戸新聞社 論説委員 

松 端 信 茂 神戸市知的障害者施設連盟 会長 

◎ 松 原 一 郎 神戸市市民福祉大学 学長 

丸 山 美津子 兵庫県看護協会 会長 

吉 岡 洋 子 関西大学社会学部 教授 

【市会議員】  

岩 佐 けんや 市会議員 

木戸 さだかず 市会議員 

外 海 開 三 市会議員 

たなびき 剛 市会議員 

西 た だ す 市会議員 

山下 てんせい 市会議員 

 

 

 



 

 

◇市民福祉調査委員会 計画策定・検証会議 
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◇市民福祉調査委員会 計画策定・検証会議ワーキンググループ 
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（敬称略・五十音順／◎座長） 
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飛 田 敦 子 NPO 法人コミュニティ・サポートセンター神戸 事務局長 

◎吉 岡 洋 子 関西大学社会学部 教授 

 

 

◇市民福祉調査委員会 福祉政策会議 

氏  名 役  職  名 

 

柴 田  学 

（敬称略・五十音順／◎会長） 

関西学院大学人間福祉学部 准教授 

杉 岡 秀 紀 福知山公立大学地域経営学部 准教授 

東 根 ち よ 大阪公立大学現代システム科学域・教育福祉学類 准教授 

◎松 原 一 郎 神戸市市民福祉大学 学長 

吉 岡 洋 子 関西大学社会学部 教授 
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“こうべ”の市民福祉総合計画 2030 令和〇年〇月発行 

※本計画に掲載している写真の転載を禁じます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“こうべ”の市民福祉総合計画 2030 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料４ 

（案） 

まちと福祉を創造する、KOBE へ 

掲載内容未定 

神戸市実施施策の紹介、地域貢献事例、分野別計画など 



“こうべ”の市民福祉総合計画 2030 

基 本 理 念 

 

 

まちと福祉を創造する、KOBE へ 

 

神戸は多様な文化や新しい気風を取り入れてきた、活気ある開かれたまちです。 

こどもから大人まで、性別や国籍、障がいなどに関わらず多様性にあふれた人々が、

それぞれ異なる個性や能力を持って暮らしています。その個性や能力が尊重され、発

揮できる場所や機会が増えることで、一人ひとりの可能性が広がっていきます。 

 

急速に変化する社会環境の中、誰もが暮らしの中で生きづらさに直面することがあ

ります。神戸はその中にあっても、みんながまちの一員として互いに助け合い、課題

解決のために立ち向かっていきます。 

 

神戸に住む人、働く人、学ぶ人、集う人たちが出会い、ともに語り、つながりなが

ら、すべての人が安心して一歩を踏み出せるまちを創造していきます。 

 

 

 

本計画では、前計画の目標であるソーシャル・インクルージョン※（社会的包接）

の考え方を引継ぐとともに、基本理念の実現に向けて３つの方向性に基づき施策を

進めていきます。 

※ 人と人、人と社会がつながり、一人ひとりが生きがいや役割を持ち、助け合いながら暮ら

していくことができる社会  

基本理念実現のための３つの方向性 

方向性１ 「まちと福祉を創造する人づくり」 

 

こどもから大人までみんなが協力して暮らすためには、多様な人々が関わりあいを持ち、

互いを尊重できる人づくりが重要です。 

互いに手を差し伸べあえる人々の力で、神戸のまちは創られてきました。神戸の一番の

魅力である人づくりを、これからも支えていきます。 

 

 

方向性２ 「安心を保障できる仕組みづくり」 

 

人々が安心して暮らせるとともに、様々なことに挑戦できるまちにしていくためには、

暮らしの中で安全にサポートを受けられることが保障されていなければなりません。 

急速に変化する社会環境の中で課題が生じることがあっても、一人ひとりをしっかりと

支えられるよう、柔軟かつ安定した仕組みづくりを進めていきます。 

 

 

方向性３ 「人と人がつながり支えあう環境づくり」 

 

一人ひとりの個性や能力が発揮できる場所や機会は、人と人がつながり支え合うことで

生まれ、より充実していきます。 

神戸に住む人だけでなく、働く人、学ぶ人、集う人たちがつながり、孤立することなく、

充実した暮らしを送ることのできる環境づくりを進めていきます。 

 

計画の詳細はこちら ⇒ 
 

⇒ 



令和７年度 神戸市市民福祉調査委員会 

計画策定・検証会議（第１回） 議事要旨 

 

日時 令和７年９月 29 日（水）午前 10 時 00 分～午前 11 時 30 分 

場所 神戸市役所１号館８階 大会議室・オンライン 

議題 １．“こうべ”の市民福祉総合計画 2025 検証結果報告 

２．市民福祉に関する行動・意識調査 実施結果概要 

３．次期市民福祉総合計画の策定状況 

 

【主な意見】 

 

・地域活動への参加意欲はあるが、実際の参加率は低いという点について。高齢者も地域貢

献に意欲を持っているが、実際の参加は数％にとどまる現状がある。参加方法やプロセス

の見直しが必要。 

・情報発信の方法や、制度を利用できていない人へのアプローチが課題。実態を伝える意識

や、情報を得られる場の整備が必要。 

・質的評価は重要であり、試みとして良かった。潜在的な声を聞くということはどうしても

難しいため、課題としては残ってしまうが。 

・量的評価はアウトプット指標の整理と目標設定が求められる。 

・協働の主体（行政・民間・企業等）を明確にし、役割分担を整理することが重要。計画の

方向性は「人づくり」「仕組みづくり」「環境づくり」の 3 つに分類されているが、主体を

明確にしたほうが良いのではないか。 

・政策として一元化して取り組んでいるものがあると思うが、それ以外の部分にも触れてい

ただきたい。 

・認知症神戸モデルなど、良いケースがあるが、課題にもあったようにこれをどう市民や企

業に伝えていくかが大切になってくる。 

・質的評価が難しいという話もあったが、要素的には外せないと思う。成果と同時に課題に

ついても聞き取っていただきたい。 

・こういう団体がこういう取り組みをやっている、ということが分かることに意味があると

思う。次期計画の評価では意識する必要がある。 

・検証なので、何かを批判するわけではなくて、もう少しピリッとした課題を入れたほうが

いいのではないか。書きぶりの問題かもしれないが。 

・計画の指標、目標、KPI といったところは、計画のどこかに取り入れていただきたい。 

 

 


